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平成３０年度第２回精華町高齢者保健福祉審議会 議事録 

 

日時 平成 31 年 3 月 18 日（月）午後 1 時 30 分～午後 2 時 30 分 

場所 精華町役場 5 階 501・502 会議室 

出席者 空閑会長、長谷川副会長、石本委員、岩前委員、木下委員、齋藤委員、森委員、森島

委員、山田委員 以上 9 名 

（欠席 岸田委員、木戸委員） 

次第 1 開会 

2 議事 

(1) 第 7 期介護保険事業計画の進捗状況 

(2) 第 8 次高齢者保健福祉計画進捗状況 

(3) 第 9 次高齢者保健福祉計画及び第 8 期介護保険事業計画策定スケジュールに 

  ついて 

3 閉会 

＜配布資料＞ 

○ 第 7 期介護保険事業計画の進捗状況（資料 1） 

○ 第 8 次高齢者保健福祉計画進捗状況（資料 2） 

○ 第 9 次高齢者保健福祉計画及び第 8 期介護保険事業計画策定スケジュールに 

  ついて（資料 3） 

 

 

  

１ 開会 

 委員 11 名中、9 名の出席により、過半数を上回っていることから、本審議会は成立。 

2 協議 

事務局 

 

開会にあたりまして、会長から一言あいさつをお願いします。 

 

会長 

 

こんにちは。この審議会の仕事をさせていただいているご縁で、３月７日に「人

生 100 年時代を元気に生きる秘訣」というテーマで、地域のみなさんに講演を

させていただいた。地域の住民のみなさんの活動報告がすごく面白くて楽しく

聞かせていただきました。このような活動が精華町の財産だと思いました。是

非このような活動が続くことを願いつつ、継承することで広がっていくと思い

ました。それでは、議事を進めさせていただきます。３つ用意していただいて

おります。まず（1）第 7 期介護保険事業計画の進捗状況について、事務局より

報告願います。 

 

事務局 第 7 期介護保険事業計画の進捗状況（資料説明） 

 

会長 第 7 期介護保険事業計画の進捗状況ということで、審議会で共有させていただ

いております。何か今の報告で質問・意見等あればお願いします。 

 

齋藤委員 わからないので質問したいんですが、精華町では地域密着型サービスの中に定

期巡回・随時対応型訪問介護は実施されていないと思うのですが、具体的にど

ういうところで給付が発生しているのですか。 

 

事務局 精華町内には事業所はないのですが、奈良市・大阪市のサービス付き高齢者住
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宅等の施設に入所されている方が利用されております。 

 

会長 

 

 

 

他にございませんか、ひとまず議事を進めさせていただきます。のちほど質問・

意見がありましたらよろしくお願いします。議事進めてまいります。（２）第８

次高齢者保健福祉計画進捗状況についてよろしくお願いします。 

 

事務局 

 

第 8次高齢者保健福祉計画進捗状況 Ｐ１（資料説明） 

会長 今の説明で質問・意見等ございませんか。 

 

木下委員 

 

 

介護予防サポーターの設置をすべての地域にめざしていますが、あとどれくら

必要なのか。最終的にすべての地域にあればというのではなく複数体制とか、

将来的にどれくらい養成していきますか 

 

事務局 

 

 

 

サポーター養成につきましては、できているところについては、複数設置して

いっています。おられない地域は 10数か所ありますので、出来るだけすべての

地域にひとりでも設置していきたいと考えています。 

 

会長 次の認知症施策について、お願いします。 

 

事務局 第８次高齢者保健福祉計画進捗状況 Ｐ２（資料説明） 

 

会長 認知症施策の推進事業の説明でしたが、何か質問・ご意見ありますでしょうか。 

そうしましたら、次の在宅医療・介護連携推進事業以下、お願いします。 

 

事務局 第８次高齢者保健福祉計画進捗状況 Ｐ３（資料説明） 

 

会長 社会保険充実分ということで、説明いただきましたが、何かご質問ご意見ござ

いますでしょうか。 

そうしましたら、４ページ説明お願いします。 

 

事務局 第８次高齢者保健福祉計画進捗状況 Ｐ４（資料説明） 

 

会長 任意事業分として報告いただきました。それについてでも結構ですし、地域支

援事業全体についてでも結構です。ご意見ご質問ありましたらお願いします。 

 

長谷川委員 ４ページの家族介護支援事業の中の成年後見制度支援事業の町長申し立て件数

というのは、具体的にどういう案件ですか。 

 

事務局 計画の６０ページに記載させていますが、民法で定める後見、補佐、補助の制

度の利用にあたり、自ら申し立てることが困難で、判断能力が十分でない人に

対して町長申し立てを行うということになっておりまして、その費用を公費で

負担する方の件数となっています。 

 

長谷川委員 それは、ご本人がお金を払うことができないからということですか。 

 

事務局 申し立てることが困難で、かつ費用をご本人が負担することが困難な方という

ことです。 
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会長 他いかがでしょうか。第８次高齢者保健福祉計画進捗状況については以上とい

うことで、またのちほど何かありましたらお願いします。 

議事進めさせていただきます。（３）精華町第９次高齢者保健福祉計画及び 

精華町第８期介護保険事業計画策定スケジュールについて、事務局説明お願い

します。 

 

事務局 精華町第９次高齢者保健福祉計画及び精華町第８期介護保険事業計画策定スケ

ジュール（資料説明） 

 

会長 次の計画を来年より行うということで、まずは来年度は、国の動きを踏まえつ

つ調査から行うというスケジュールですが、時期計画のスケジュールについて

委員のみなさんご意見ご質問はありますでしょうか。よろしいでしょうか。日

程・段取り等調整しながらになるかとは思いますが、いずれにしても２０２０

年度には新たな計画を策定することになりますので、みなさんのご尽力お願い

したいと思います。 

事務局から、他に何かありますでしょうか。 

 

事務局 計画値に今期の保険料の段階表を示しておりますが、今回国から低所得者の保

険料を軽減強化するというということで通知がありましたので、第１段階から

３段階の方の負担割合を国に準じて下げることになるという動きがあります。

本来ならば皆さんに報告すべきですが、まだ試算中で６月に条例改正等をして

実施することになります。１０月の審議会で実施後の報告をさせていただくこ

ととなりますがよろしくお願いします。 

 

会長 議事は以上ですが、本日の議題、それ以外でもご意見がありますでしょうか。 

 

木下委員 資料２の４ページ⑤介護給付通知の問い合わせ内容や意見について教えてくだ

さい。 

 

事務局 こんなにもサービス給付費を使っていたのかという意見はありませんでした。

また、事業所の請求明細と違うということで意見が１件あり、過誤について実

態解明中です。通知内容をどうみればよいかといった意見もありました。 

 

会長 ほかにないでしょうか。ひとまず議事について承認を得たということで審議会

を終わらせてもらいます。進行を事務局にお返しします。よろしくお願いしま

す。 

 

事務局 ありがとうございます。先程、担当から説明しましたが来年度から計画のアン

ケートがありますのでよろしくお願いします。また、保険料軽減を６月議会に

かけますが、軽減率は市町村に委ねられているところもありますので先程示し

た軽減率はかわることもあります。１０月の審議会よろしくお願いします。本

日はありがとうございました。 

 

長谷川委員 今年度第１回、第２回と忙しい中、長時間審議ありがとうございました。来年

も２回程ありますがよろしくお願いします。 

進捗状況報告では、介護保健事業は例年どおりで、高齢者福祉については事業

名と実際の内容の理解に苦しむところもありますが、高齢者については、行政

が誠心誠意努力しておこなっていただいておりますので、わからない事があり
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ましたら事務局に問い合わせていただいたらと思います。本日は長時間ありが

とうございました。 

  

次回審議会の日程について 

 

平成３１年度第１回精華町役場高齢者保健福祉審議会 

日時 平成３１年１０月中旬 頃 

 

 


